
次のとおりとしますが、その他お聞きになりたい事項があればお伺いします。

【内容】・適切な管理方法 ・空き家の将来の利活用について

・相続空き家について ・空き家の発生に備えて「今できること」

・町の空き家に対する取組み ・その他お聞きになりたい事項

（申込書にご記入お願いします）

講師

一般社団法人

なら空き家対策協議会

TEL:0744-47-2385

講師派遣料

無料

申し込みのできる方

田原本町内在住の3人以上の

団体・グループ

申込期間

開催日の１ヶ月前までに田原本

町まちづくり建設課まで申

込ください。

開催日時

午前9時から午前12時までの間で

希望に応じて講師に調整を行いま

す。

※ゴールデンウイーク、お盆、年

末年始のときは除きます。

開催時間

60分以内

開催会場

お申込みされる団体・グループ

にてご用意ください。

※田原本町内の会場に限ります。

住んでいた方が亡くなられた後、誰も住むことがなく、長期間空き家になることは

少なくありません。

そうなると、管理が行き届かなくなり近隣の方々やご家族に迷惑をかけることも…

空き家になってしまった時の問題点や事前の対策などについて学んでみませんか。

講座内容

問合せ・申込先

田原本町まちづくり建設課

TEL：0744-34-2085 FAX：0744-32-2977

E-mail：mati@town.tawaramoto.nara.jp

田原本町空き家出前講座

今から考えるおうちの未来
～家族が空き家で困らないために～

tel:0744-47-2385

